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レナード・ウルフの国際連盟構想
― 『国際政府論』を中心に ―

籔　田　有紀子

はじめに

本論文は、両大戦間期英国の知識人レナード・ウルフ（Leonard Sidney Woolf,1880~1969）の

外交論を明らかにする試みの一環として、彼の第一次世界大戦中の国際連盟構想を分析するもの

である。

ウルフは英国の政治評論家、編集者、出版業者である。ケンブリッジ大学卒業後、セイロンで

の植民地勤務の後に政治に関心を持ち、1916 年の『国際政府論』（１）発表を機に、国際問題の専

門家とみなされるようになった。

フェビアン協会の他、第一次世界大戦勃発後まもなく設立された民主的統制連合（Union of 

Democratic Control, 以下 UDCと略す）（２）の会員であり、国際連盟協会（League of Nations 

Society, 以下 LNSと略す）の設立にも携わった。戦後のウルフの政治活動は、これらの独立組織

から労働党に比重が移り、1918 年に設立されたその国際問題諮問委員会（Advisory Committee 

on International Questions, 以下 ACIQと略す）の事務長として 1945 年に引退するまで活躍した。

ジャーナリズムの関係では、様々な雑誌に書評を中心とする多くの寄稿をしただけでなく、独

立左派の雑誌『ポリティカル・クウォータリー』の創刊期から編集者を務め、これに自らも多く

の論文を執筆した。

以下本論では、まず先行研究による彼の位置づけとその問題点を検討した後、具体的な分析に

入る。

第一章　ウルフの歴史的位置づけ

1 先行研究の中のウルフ

レナード・ウルフは彼の同僚たちとともに、A・J・P・テイラーによって「外交における異端」、

すなわち「トラブルメイカーズ」―イギリス外交に関する不一致や論争を担った者たち―として

分析されている（３）。テイラーが「異端」と名づけたフォックス、コブデン、ブライト、グラッ
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ドストン、そしてマクドナルドといった人々を、マイケル・ハワードは「自由主義的良心」と呼

び、一定の価値意識と結び付けて解説した（４）。こうしてウルフは 16 世紀以降、戦争を嫌悪し、

自由主義的な価値観を尊重する立場から外交を論じてきた人々の、綿々たる流れの中に位置づけ

られたのである。

上記二つの研究においてウルフは、第一次世界大戦期の民主的統制連合（UDC）に属する知

識人の一人として紹介されている。UDCの自由主義的な外交思想は、社会主義的な国際協調主

義と共鳴しただけでなく、戦況が泥沼化するに及んで労働党の産業的基盤である組合勢力にも受

け入れられた。この結果、労働党が全体としてUDCの外交論を引き受けたが、ウルフが中心となっ

て運営した国際問題諮問委員会（ACIQ）に、多くの UDCのメンバーが流れ込んだことがそれを

示している（５）。ウルフが「労働党外交はコブデンとブライトから、グラッドストンの自由主義

を経て外交政策を受け継いだ」（６）と語った通り、異端的外交論者の多くは第一次世界大戦を機に、

その活動の中心を自由党から労働党に移したのであった。

従って労働党外交研究がウルフ研究に深く関わってくる。この分野の先行研究の多くは、同党

の外交思想を社会主義イデオロギーや、自由主義的インターナショナリズムといった言葉で説明

しようと試みてきた（７）。しかしそういった試みはむしろ、労働党内に常に複数の主張が存在し、

対立と論争が常態化していたことを明らかにした。

労働党内部でレナード・ウルフが採った立場について触れた研究は多い。第一次世界大戦期か

ら 1920 年代にかけての労働党外交論について多くの研究を発表したウィンクラーは、始めから

ACIQが党の外交政策の形成に果たした役割に注目していた。彼によると ACIQこそ、第一次世

界大戦後の労働党を、穏健かつ現実的な政策目標に導き、1928 年の政策綱領で確認される国際

連盟中心主義を確立させた陰の立役者である（８）。

1930 年代については、J．F．ネイラーの古典的研究がある。彼はウルフを、アーネスト・ベヴィ

ン（Ernest Bevin）を始めとする組合勢力と共通する「現実的立場」を採った代表的な知識人と

して描いた。1930 年代のウルフは左派の社会主義連盟、右派の平和主義者に攻撃されながらも、

国際連盟による集団安全保障論体制を追求した、労働党の中道、主流派の一人であった（９）。

また吉川宏の研究（10）は 1930 年代の労働党内の国際問題に関する分裂を丁寧に描きながら、

幅広い史料によってウルフの相対的な立場を解説している。

以上のような労働党に関する先行研究の中でウルフは、その現実主義によって注目されており、

イデオロギー的には社会主義とも、平和主義とも異なる立場を強調される傾向にある。

一方でウルフは、E・H・カー（Edward Hallett Carr）が『危機の二十年』において糾弾した

空想主義者の一人として、国際関係理論の研究者の関心も集めている。『危機の二十年』は基本

的には、学問としての国際関係理論を構築する際に問題となる、幾つかの誤謬について警告した

書物である。しかしカーは、両大戦間期に特徴的な幾つかの政治的主張をも、「空想主義」と呼

んで批判した。例えば「世論の神格化」は、空想主義の特徴であり、外交の民主化を訴えた人々

（その中心はいうまでもなく UDCであった）に当てはまる。また国際連盟は、ユートピア的思
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想の制度化されたものなので、連盟支持者は大部分が空想主義者だとも読める。ウッドロー・ウィ

ルソンは原理原則らしきもので国際政治を統制しようとしたからユートピアンの代表である。こ

うなると、両大戦間期の左派知識人の多くは空想主義者だったことになる。そしてレナード・ウ

ルフも、自らが空想主義者としてカーに批判されたと感じ、『ポリティカル・クウォータリー』

誌上で反論したのであった（11）。

両大戦間期の外交を論じた人々が大部分、空想主義者だったというこの命題は、1990 年代以

降はじめて疑いの目で見られるようになった。そして国際政治理論（史）の研究において、理想

主義対現実主義という「最初の大論争」再考が一つのブームになった（12）。その中でウィルソンは、

レナード・ウルフが主に 1910 年～ 20 年代に発表した理論的な著作を対象に、それが理想主義と

呼べるか否かを見極めるという目的と評価の基準を持って分析した（13）。彼はウルフが理想主義

と呼ばれる理由を、ウルフの著作自体に見出し、客観的な評価を下そうとしたのである。

「大論争」の歴史的背景を探ることによって、その妥当性を問いかけるという試みも少し遅れ

て始まった。中でもシルヴェストは、英国労働党の国際協調主義と、アカデミックな国際関係論

の歴史は相互に関連していると主張し、ウルフを含む「理想主義者」たちが 1920 ～ 30 年代の現

実の英国外交論争において採った立場を分類した。そうすることで彼は、「大論争」が規定する

理想主義者対現実主義者の図式が、彼らの現実の政治的立場には当てはまらず、論争の枠組みと

して不適切だということを示したのである。彼はウルフを労働党内の「プラグマティック・リベ

ラル・インターナショナリズム」を代表する一人として数えている（14）。

このような「大論争」再考に関連する研究の一部は、典型的な労働党外交研究がとってきた歴

史的手法に近づいている。そのためウルフ研究という面から見ると、先行研究をすくい取るよう

な面を持ち、新しさに欠ける（15）。

最後に、シーデルの研究は様々な政治的グループで活躍した知識人の群像であるが、ウルフ研

究には欠かせない幅広い背景を教えてくれる（16）。

2 先行研究の問題点と筆者の問題意識

以上のようにレナード・ウルフは、様々な研究のそこかしこで引用され、分析され、評価され

てきた。ところがウルフだけを対象にし、その外交論の展開を詳しく扱った研究は、筆者の知る

限りではまだない（17）。多くの研究の材料にされているにも関らず、それらを全て寄せ集めても、

彼の外交論の全体像を結ぶには至らない。

先行研究の問題は、数の少なさというよりは内容の偏りにある。ウルフの『国際政府論』に見

られる、国際関係に法の支配を持ち込むという考え方や、集団安全保障につながる主張自体は、

1914 年においてさえ、新しい思想ではなかった。ただそれらはそれまで、「哲学者や夢想家、奇

人のための空想的な学問分野としてしか見なされてこなかった」（18）。しかしウルフの生きた時代、

そのような思想は歴史上はじめて、普遍的な国際組織である国際連盟に結びつき、現実の政治の

場で試された。
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この劇的な時代背景が研究上の混乱を生んだ。ウルフの外交論は、現実の国際連盟に好意的で

ある場合が多かったが、それでも過剰なほどに国際連盟主義なるものとして纏められてしまった。

その枠組みに入らない議論は押しやられ、彼の外交論の一面だけが注目されたのである。その結

果、あたかも一組の「国際連盟主義」という外交論が、両大戦間期を通じて存在したかのような

印象が作り出された。

筆者はしかし、ウルフが体現した両大戦間期英国の進歩主義的外交論―国際連盟（中心）主義

と言っても良い―は現実には、その時々に固有の外交目標にあわせて論じられた、より複雑な議

論の連なりであると考える。それは静止したイデオロギーではなく、時と共に成熟し、歴史の中

で呼吸していた存在である。これを明らかにするためには、ウルフのありのままの言論の変遷を

辿る作業を行なわなくてはならない。

2章以下では、このような目的を持った研究の出発点として、そもそもの始めにウルフの描い

た国際連盟構想がいかなるものであったのかについて、彼の『国際政府論』を中心に分析を行なっ

ていく。

弟二章　『国際政府論』の誕生

1 先行研究

『国際政府論』の知名度は高く、研究も多い。ウィンクラーは、第一次世界大戦期に英国で発

表された数多くの国際連盟構想を体系的、網羅的に解説する中で、ウルフが関ったフェビアン協

会の連盟案にも触れている（19）。エジャトンは、現実の国際連盟規約が作成されるまでの英米両

国の政治過程に重点を置いた分析を行なっており、この 2つは連盟構想研究には欠かせない先行

研究と言える（20）。また、ウルフの国際連盟論を同時代のほかの構想と比べることは最低限必要

な作業であるが、武田昌之氏、船尾章子氏の研究は参考になる（21）。

上記の先行研究は全て、ウルフの国際連盟構想について何らかの解釈を行なっている。しかし

ウルフにだけ着目しているわけではなく、それぞれの研究で使用されている史料にも偏りがある。

本研究は当該時期のウルフの残した複数の史料を使いながら、ウルフの連盟構想が実際何であっ

たのかについて、より深く議論していく。

2 ウルフと第一次世界大戦

1914 年 8 月 1 日、ドイツはロシアに宣戦を布告、3日にはフランスに宣戦し中立国ベルギーに

侵入した。イギリスにおいては自由党内閣が 4日、ドイツのベルギー侵攻をもってドイツへの宣

戦を決定し、保守党とアイルランド国民党がこれを支持した。8月 2日には反戦デモを行ってい

た労働党も、同月末には自由党、保守党と政治休戦に合意した。このような転身に与しなかった

のは、主として独立労働党に属する少数の人々だけであった。マクドナルドは戦争に反対して議

会労働党の議長を辞し、替わってアーサー・ヘンダーソン（Arthur Henderson）が就任した。労
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働党は組織の上でも、そのリーダーを代えることで立場の変化を象徴したのである（22）。

レナード・ウルフは自伝「再出発」の中で、第一次大戦を振り返り、次のように述べている。

「私はある意味では、戦争に反対であった。主にオーストリアとドイツに責任のある無益で無

駄な戦争であったし、今でもそう思っている。恐らく我々の政府はそれを防ぐことが出来たはず

であり、英国は巻き込まれるべきではなかった。・・・とはいえ私が絶対平和主義だったことは

ない。戦争が始まってしまえばドイツには抵抗しなくてはならないと思われたから、良心的兵役

拒否者にはなれなかったであろう。」（23）

ここには、開戦の直前までグレイの外交政策に反対し、英国の中立を求めて運動した急進主義

者たちが一様に直面した問題、すなわち誤った外交政策（軍備競争、勢力均衡の追及、など）の

結果引き起こされた戦争にいかに対応すべきかという問題を見てとることが出来る（24）。

ウルフの 5人の兄弟のうち 4人が兵士として戦地に赴く一方（25）、ケンブリッジ時代からの友

人リットン・ストレイチー（Giles Lytton Strachey）や、ヴァージニアの姉のヴァネッサ・ベル

夫妻（Clive and Vanessa Bell）らブルームズベリー・グループの人々は、多くが反戦論者で一部

は良心的兵役忌避者になった（26）。平和主義と関わりがないといっても、ウルフがその立場を理

解し認めていたことは間違いないであろう。しかしウルフ自身は、医師の診断により徴兵を免れ

た。

3 国際連盟構想の誕生

「私の周りの多くの人々とフェビアン主義者たちは、戦争の初期段階で、この戦争を・・・戦

争を終わらせるための戦争に転化させなくてはならず、従って戦後には、国際紛争を解決し、国

際法の体系を発展させることで、平和の維持を助ける何らかの国際的権威―まもなく国際連盟と

呼ばれるようになる―が設立されなくてはならないと確信していた。」（27）

実際には、開戦直後から平和のための具体的な国際組織構想に着手した人々は少数であった。

例えば、UDCが 1914 年 9 月半ばに打ち出した平和のための原則は次の 4点である。

1）いかなる領域も、その領域の住民の人民投票その他による同意なくして、一国の政府から

他国の政府へと割譲されてはならない。

2）イギリスの対外政策は、「バランス・オブ・パワー」維持を目的とする同盟関係創出を目標

としてはならず、諸国間の協調行動を目指すとともに、永続的な平和を保障する国際協定を確立

する機構を備え、公開のうちに討議・決定を行なう国際的機関の設立を目指さなければならない。

4）イギリスは、講和取り極めの一部として、全交戦国の同意に基いて、大幅に軍備を削減す

る計画を提示し、その政策実現を助けるために、軍需生産の全般的国有化と、一国から他国へ向

けての武器輸出の統制を確実に実現するように試みなければならない（28）。

3 項目目に「ある種の国際組織の確立」が述べられているものの、UDCがその内容について

発表したのは、1917 年に入ってからであった（29）。

また 1915 年 2 月のロンドン連合国社会主義者大会は、「この戦争の終わりには、全ての工業国
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の労働者階級は団結して・・・国家間の紛争を強制的な調停や仲裁によって解決する何らかの国

際的権威を創設しなくてはならない。」と決議したが（30）、その詳細ははっきりしなかった。ウル

フは『国際政府論』冒頭にこの決議を引用し（31）、「何らかの国際的権威」についての、より明確

な定義を打ち出すことが彼の目的であると述べている。

英国において最も早く国際組織構想に着手したのは、急進派自由主義者の私的な集いであった

ブライス・グループである（32）。その中心メンバーはローズ・ディキンスン（Goldsworthy 

Lowes Dickinson）、ケンブリッジの古典学者で、戦前から国際関係についての著書をもつ人物で

あった。グループには他に、自由党員のサー・ウィロビー・H・ディキンスン（Sir Willoughby H. 

Dickinson）やアーサー・ポンソンビー、リチャード・クロス（E. Richard Cross）、政治理論家

のグラハム・ウォラス（Graham Wallas）らが参加していた。グループは 1914 年秋に結成され、

1915 年にかけて「戦争回避のための提案」を作成した。この「提案」の存在は、グループの内

外の知識人にはよく知られていたが、改訂を重ねた後の最終版が公表されたのは、英国を含む連

合国の首長が将来の国際連盟創設への支持を明らかにしたのち、1917 年春であった（33）。

この「提案」は、ウルフが作成に携わったフェビアン協会案を含む、他の構想に大きな影響を

与えた。その内容は、戦後国際紛争を平和解決するための戦後にヨーロッパの 6大国とアメリカ

合衆国、日本、そして参加を希望する全てのヨーロッパの小国との間に結ばれる条約案である。

諸国はこれにより、国際紛争を法的、非法的の二つのカテゴリーに分け、全ての法的紛争をハー

グの常仲裁裁判所その他の裁判に、非法的紛争は常設調停会議にかけることに同意する。会議は

紛争について考察した後、望ましい解決についての勧告を含むリポートを作成するほか、軍備の

削減または制限を提案できる。

調印国は、互いに紛争の提出から 12 カ月あるいはリポート出版から 6カ月の間は戦争に訴え

ない事に同意する。もし調印国が紛争を提出する事を拒むか、禁止期間内に戦争に訴えた場合に

は、他の調印国は攻撃された国を彼らの内の多数決の判断で最も効果的とみなされた外交的、経

済的、軍事的手段をもって援助する。

「提案」は、調印国に次の 3つの基本的な義務を課す。紛争を平和手続きに委ねること。紛争

調査中の戦争行為を控えること、上記二つの義務違反をした国家に対して集団的に抵抗すること。

このようにブライス・グループの構想は紛争の平和的解決手続きとともに戦争モラトリアムを設

置する試みであり、戦争の禁止または廃絶を狙うものではなかった。（34）

4「国際政府論」の執筆過程

1915 年 1 月、ブライス・グループに刺激を受けるようにフェビアン協会は、平和構想を検討

するための「国際協定委員会（International Agreement Committee）」を調査局の中に立ち上げ

た（35）。そして、1913 年の時点で女性協同組合運動を通じてウェッブ夫妻（Sidney and Beatrice 

Webb）に見出されていたレナード・ウルフが、この委員会のための報告書を作成する仕事に抜

擢されたのである。
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仕事を得たウルフは猛烈な速さで研究を進め、その草稿は早くも 5月にはケズウィックで行な

われたフェビアンの会議で検討された。この会議には、議長を務めたバーナード・ショー（George 

Bernard Shaw）やウェッブ夫妻の他、ブライス・グループの J・ A・ホブソン（John Atkinson 

Hobson）や R・クロス、G・L・ディキンスン、G・ウォラスらも参加し、活発な意見交換がな

された（36）。

ウルフはこの討議に参加できなかったが、すぐにシドニー・ウェッブから手紙で報告を受けた。

手紙でウェッブは、会議で指摘された提案を踏まえて、ウルフと共同で作成中であった国際連盟

（この時点ではウルフもウェッブも「国際権威」と名付けていた）規約案の修正について語って

いる。その中には、国際会議に種類を設けることにより、あからさまな大国主義を避けることや、

国際会議の立法の範囲を制限することなど、後のフェビアンの規約案の重要な特徴となる提案が

散見される。ウェッブはまた、「非政府の国際組織」という「新たに発展しつつある国際的テーマ」

について調査すべきことも示唆しており、後に述べるウルフの追加調査につながったことが伺え

る（37）。

ウルフが執筆した、国際組織の範囲と可能性について歴史的に考察した報告は、7月 10 日に

『ニュー・ステーツマン』の付録として出版された。その翌週には、ウルフとシドニー・ウェッ

ブとの合作である事実上の国際連盟規約案「戦争終結時の国際会議による採択のための条文提案」

（序文付きの全 17 条）が同様に発表された（38）。この 2つが翌 1916 年 9 月、『国際政府論』と題

して英米両国で出版される本の、第一部と第三部になったのである。

『国際政府論』第二部となる研究は、―ウルフ自身は、「報告書の作成中に、国際権威

（International Authority）（39）と戦争の防止という問題は、より広い国際政府（International 

Government）という問題に深く関わっていると考えるようになった」と説明している（40）―

1915 年の夏以降進められた。こちらの内容は、世界には既に、非常に多くの「国際政府」が存

在しているという事実に注意を喚起するものである（41）。ウルフはここで、国益を損なうことな

く国際的な連合に参加することが可能であるし、国益は実際のところ国益でなく、部分益でしか

ないこともあり得ると主張した（42）。しかしこのような追加調査によってフェビアン協会が、既

に発表していたフェビアン・プランを変更することはなかった。

5「フェビアン・プラン」

フェビアン・プランが定める加盟国の基本的義務は次の 5つである。法的、あるいは司法的解

決が可能な種類の全ての紛争を国際裁判所に付託すること。法的、司法的解決が不可能な紛争を

国際会議に付託すること。紛争が国際会議又は国際裁判に付託された後 12 ヶ月間は戦争行為を

行わないこと。国際裁判所が制裁の発動を求めた場合には実行すること。これらの義務に違反し

た加盟国に対して、戦争行為をも含む共同行動により対抗すること（43）。フェビアン・プランは

国際裁判と国際会議、戦争モラトリアムの組み合わせであり、ブライス・グループの構想と基本

的には同じ型である。国際紛争を法的紛争とそうでない紛争に分けて処理する点も同様であ
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る（44）。主な違いは、フェビアン・プランが裁判所の命令に従わない国家に対して経済制裁を発

動することを求め、制裁発動の範囲を広げている点（45）、国際会議が一定の立法機能を持ち、一

定の条件下ではその決定が加盟国を拘束する点（46）で、いずれも「国際権威」の権力を広げるも

のであった。

また諸国家の戦争の権利を「最終手段として」認めるほか（47）、軍事制裁の可能性を認めてい

ること、軍縮についての提案がないこと、国家の独立と領土保全についての条項を持たないこと、

現在交戦中の全てのヨーロッパの国を加盟国に迎え入れるという点（48）は重要な特徴である（49）。

第三章　『国際政府論』の特徴

フェビアン・プランは大まかな手続きや原則についての考察ではなく、1つの完成した規約案

である。しかし規約に凝縮されるまでのウルフの思考と、彼の国際関係の認識はやはり、『国際

政府論』から追う必要がある。そこで本章では、フェビアン・プランを導いたウルフの議論の主

要な特徴を 2つ取り上げる。その後フェビアン・プランが持つ意味について、ウルフと同時代の

人々の批判的見解をもとに考察する。

1 国際立法府の可能性

ウルフによれば、国際紛争の平和的解決のために必要なことは次の 3点である。権威と正確さ

をもって一般的な原則や国際法を制定すること、国際社会を安定的な構造の上に成立させること、

大きな困難や暴力的な大変動によらずに、新たな法を制定したり、社会構造を変化させたりする

ことが可能になること。これらは個人が構成単位である社会においては、立法府が果す機能であ

り、この機能を担う国際会議こそ「国際権威」の中で最も重要な役割を果たす機関なのである（50）。

もちろん紛争の平和的解決のためには、国際裁判という方法がある。しかしウルフはその限界

を次のように指摘した。「それは現行の秩序を守るものである。我々は、国家としての我々の利

益が常に、現行の秩序を維持することだということを忘れてはならない。」そして、現状維持が

国益にならない国家は、「何か現状を変更するための別の方法が保証されぬ限りは、戦争に訴え

る権利を放棄せず仲裁に従うことも約束しない。」（51）

ウルフにとって、このような国際裁判の限界を補うべきものが国際会議であった。彼の提案は、

紛争発生時にある国家が既存の法に異議を申し立てる場合、その国の求めに応じて当該紛争を国

際会議で話しあうというものである。この制度に従えば、法的性質の紛争であっても国家は紛争

を国際会議に提起し、紛争が現行の法ではなく、衡平の観点から解決されることを求めることが

可能である（52）。

国際裁判の限界を補い、国際関係の変化を平和的に実現する機関として、一定の立法機能を持

つ国際会議の必要性を強調している点が、『国際政府論』の第一の特徴である（53）。しかし重要な

のは、ウルフが単に国際立法府の重要性を指摘するだけではなく、いかなる国際立法府ならば実
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現することが可能なのかを議論している点である。

ウルフは国際立法府創立にとっての障害を、ウィーン会議以降のヨーロッパシステム及び神聖

同盟の失敗の分析から 2点引き出した。その 1つは各主権国家の国内システムと理念の多様性、

もう 1つが国内、国際各領域を明確に区別することの難しさであった。ボスニア・ヘルツェゴビ

ナが国際会議の議題になるのなら、アルスターのアイルランド人、大英帝国内のインド人の問題

も、国際問題といえるのだろうか。この問いについてウルフは次のように考察を進めた。

「この困難から逃れるための最も簡単な方法は、一国内の民族の地位は常に、国際立法の正当

なテーマだと決めておくことである。しかし我々は問題を実際的な立場から論じているのだか

ら、・・大英帝国やロシアが、その帝国内のインド人やアイルランド人、フィンランド人の将来

の地位について、国際会議で決められるような国際システムに入る可能性が僅かでもあるのかど

うかということも考えなければならない。そのような可能性は殆どないだろう。」（54）ウルフの考

えでは、現在の不完全で不均等な世界においては、諸国家に国際立法府の決定を全般的に受け入

れることを期待するのは無理である。そして「国際、国内問題の間の線引きもまたできない。」（55）

のであった。

民族問題に関する普遍的原則を打ち立てる見込みはないと示唆する一方でウルフは、1815 年

のトルコ国内のギリシャ人の問題に関して列強が共同行動をとった例から、ヨーロッパの平和を

乱す問題についての諸国家の「集合的」権利が認められつつあるとも考えた。ヨーロッパ諸国は

既に 19 世紀に、国際立法府創設への一歩を踏み出していたのである（56）。

しかし原理的には、いかなる問題についてであれ国際会議の決定に従えば、国家主権を放棄す

ることになるという考えが、国際立法府創設に暗い影を落としていた。国際組織と国際権威は、

それぞれの国の行動が部分的には、他の国々が何を望んでいるかによって決まることを意味する

からである。ウルフは国家の独立と主権という概念は「定義するのは容易ではない」が、「非常

に現実的なもの」であることを認めた。「独立と主権は、宣伝家や外交官のテーマであるだけで

なく、愛国心と呼ばれる危険かつ複雑な情熱のほとばしりと深く関係している。・・・今日、文

明化半ばの時代にその独立と主権が保障されない国際システムに入る国はない。」（57）

この問題についてウルフは最終的に、独立と主権を放棄するよう勧めるのではなく、国際立法

府の範囲を制限することの方を選んだ。彼の結論は次のようなものである。

「国際会議は、非法的紛争を解決する権利を持つが、国際法を解釈するのではなく作る。その

能力と範囲が規制されなければ、独立と領土、国家の神秘的な主権は論理的には会議の会場にお

いて、過去に戦場で失われたのと同様に失われるだろう。ここに、我々は、真の国内、国際問題

のラインを見出すことが出来るのである。全ての独立主権国家は、諸国が集合的に持つ問題解決

及び立法の権利を、三つの場合を除いて認めなくてはならない。そして全ての国家は、三つの場

合を除いて多数派が少数派を拘束する会議に代表を送らねばならない。この三つの例外とは、法

または決定が、国家の独立または領土的統合に影響する場合、または国内法の変更を必要とする

場合である。」（58）
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国際法の現行秩序を守るという保守的な性質と、それを変更するための手段の必要を意識して

いたにも関らず、ウルフの提案はきわめて抑制的なものであった。国際立法と紛争解決方法につ

いてウルフが提案した制約は、彼の「国際権威」の持つ権力の範囲を著しく狭めたのである。

2 強制の問題

ウルフは、法的紛争を国際裁判所に、その他全ての紛争を国際会議にかけることに諸国家が合

意するだけでは、「国際権威」として十分ではないと述べた。「国際権威」とは、権威を構成する

一国に対して、他の構成国家が集合的に持つ一定の権利と権力を意味する（59）。そして国際紛争

が発生した時、武力に訴える前に所定の平和解決手続きをとるように要請する権利こそは、「国

際権威」の最重要の権利である。従ってこの手続きを踏む義務を国際権威構成国があらゆる手段

でもって強制する必要がある。そうしない限り、「国際組織はユートピアまたは机上の空論で終

わってしまう」（60）。

先述のようにフェビアン・プランは、国際裁判所の命令及び、一部の国際的取り決めに違反し

た国家に対してとる、12 段階の経済制裁を規定している。さらに、ある国家が紛争発生時に戦

争に訴える前に平和的解決手続きを踏むという基本的義務に違反した場合には、加盟諸国は戦争

をも含む共同行動によって対抗することになっている。このような制度は、平和愛好諸国が共同

行動によって個々の安全を保障するという、集団安全保障制度の基礎となるものであった。

ところがウルフは『国際政府論』の中で、諸国家の連合たる「国際権威」がそのような義務を

強制する権力と意志を持つことがそもそも可能なのかどうかについて議論しなかった。さらに制

裁の手段についても、軍事的、経済社会的なものが考えられると仄めかすのみで、詳しく提案す

ることは避けた。彼が国際立法府についてあれほど実現可能性にこだわったことを思えば、この

ような議論の省略は不可解である。このような議論の省略または不足が、『国際政府論』のもう

1つの特徴である。

ウルフは 1917 年出版の別の著作において、人が正邪に関する一般原則によって統制されるか

否かは、集合的な権力による制裁がその原則を保証するか否かとは別問題だと主張している（61）。

そして制裁についての規定の違いは「それぞれの連盟構想の根底にある原則とは関係がない。」（62）

と述べている。

しかし国際連盟を論じた多くの人々にとって、強制に関る問題は本質に関係がないどころでは

なかった。国際紛争の平和的解決のための仲裁や調停などの手続きを確保することへの関心は同

じでも、一方の極には特に軍事制裁自体を安定的、普遍的な抑止力として重視する人々がおり（63）、

もう一方の極には一種の国際的フォーラムを漸進的に発展させることを重視する人々が存在し

た。平和を強制するというアイデアは、文字通り連盟論者を分断したのである（64）。

当時の論争の争点は、G・L・ディキンソンの『我々の前の選択』で知ることが出来る。一貫

して制裁制度を支持していたディキンソンはここで、反対派の論客 A・ポンソンビーのパンフレッ

ト『国際権威の基礎』（65）の議論を検証しながら、自らの見解を明らかにした。
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ポンソンビーはもともとのパンフレットの中で、制裁に反対する理由を 9つ挙げているが、そ

のうちディキンスンが取り上げたのは次の 5つである。一定の条約を軍事力で保障する義務は、

諸国家に軍事力を維持する動機を与えること。諸国家は最終的に軍事力の行使を約束するような

協定に入る用意はないであろうということ。国家間の深刻かつ危険な紛争が（制裁行動によって）

確実に世界戦争になってしまうということ。小国が常に大国の保護下でしか存在できなくなると

いうこと。軍事力による条約の保障は「平和を望むなら戦争の準備をせよ」という過去の誤謬へ

の退行だということ。

ディキンスンは、ポンソンビーの最初の指摘には反論できないことを認めたが、2つ目の指摘

にはウィルソン大統領始め連合国の首長たちが連盟計画に好意的であると反論した。3つ目の指

摘に対しては、小国同士の紛争は大国の軍事介入の脅しだけで解決されるであろうし、大国が自

国だけで、または他の一国と結んでさえ、他の国々に軍事的に立ち向かうリスクをとることはほ

ぼないだろうとし、効果的な抑止によって戦争はむしろ減ると主張した。4つ目の指摘には、制

裁があろうがなかろうが、小国は常に一定程度大国の庇護の下にあるとシニカルな反論をし、最

後の指摘に対しては平和的解決を強制するための軍事力について予め合意することは、諸国間の

軍事競争を引き起こすのではなく、それを防ぐのではないかと述べたのであった（66）。

『国際権威の基礎』でポンソンビーが行なった制裁制度への批判は、国際連盟発足後まもなく

加盟諸国が突き当たる本質的な問題を指摘しているし、ディキンスンの反論はその際に連盟の集

団安全保障支持者が繰り返すことになる主張である。しかし二人とは違い、レナード・ウルフは

制裁という制度が持つ意味や問題点について公には語らなかった。フェビアン・プランは確かに

制裁という制度を一早く導入したが、ウルフの言論活動を見る限り、彼がそれを広めるための有

力な論客だったとはとても言えないのである。

しかし少なくとも、彼の曖昧な態度には理由があったようだ。ウルフは 1917 年、著名な連盟

論者たちが連盟の強制行動の是非について行なった討論会の報告に、次のような序文を寄せた。

「この（強制という）問題の重要性を過大評価することは難しいが・・・これによって我々の関

心を同じほど重要な別の問題から逸らしてしまってはいけない。連盟の根本にある考えとは、国

際協力の組織化と国際紛争の平和的解決である。強制の問題は、これが実現してから関ってくる

問題である。・・・私は、強制の問題についての個人の考えがどうあれ、その考えに反して世界

が国際協力の組織化を選ぶ方を、その考えを受け入れて世界が国際協力を拒否することより好ま

しいと考えるべきだと思う。」（67）制裁に関る議論の省略は、ウルフの連盟プロパガンダの戦略の

一部であった。ウルフは意識的に争点をぼかし、連盟創設という目標のために勢力を纏めようと

した（68）。ウルフが平和の強制という問題に正面から向き合い、論じるのは、まだ少し先のことだっ

たのである。

3 フェビアン・プランへの批判

フェビアン・プランは「最小限計画」とか、「消防隊型計画」（69）とか呼ばれるものであった。
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それは起きてしまった紛争を戦争という手段に拠らずに解決するための手続きであり、国際紛争

の原因や、それを取り除くための具体的方策については何ら提案していない。

しかし自らも「国際連盟」を著わしたジャーナリスト H・N・ブレイルスフォードは、「どれ

ほど強力な連盟であっても、長期的には、それが正義を強制しない限りは平和を強制することは

できない。最初により一般的な戦争原因を取り除いた時にはじめて、平和を強制することに希望

が持てる。」（70）と指摘した。彼によれば「組織に関する問題は、それ自体重要ではあっても、二

次的なもの」だったのである（71）。

ブレイルスフォードのように戦争の原因を除去する手段として国際組織を構想した人々は、「消

防隊型計画」の不備を鋭く突いた。彼らの批判を検討することによって、フェビアン・プランの

意味をより深く理解することができる。

①平和的変更手段の欠如と武装状態の継続

ブレイルスフォードは、国際連盟の中核をなす紛争の平和的解決と戦争モラトリアム、この構

造が仮に実現した場合の効果について鋭い分析を行なった。彼が問題視したのは、フェビアン・

プランのような最小限計画では、戦争によらずに、日々変化し続ける世界が必要とする現状の変

更を実現することができないという点であった。ブレイルスフォードの議論は、以下のようなも

のである。

最小限計画は、「諸政府が会議の勧告を受け入れるよう拘束されることも、中立諸国が自らの

執行権力を持つことも提案してはいない。」この限界は深刻な結果を引き起こす。というのは、「第

1に、軍備への傾倒は軽減されるかもしれないが、取り除かれない。第 2に、同盟がその目的を

失うと主張するのは困難である。不満あるいは野心を持つ国が、彼らの要求する修正や満足に反

対する国に対抗してつくるグループが不可避的に存在するであろう。・・・ある程度は、我々は

なお、武装平和とバランス・オブ・パワーの雰囲気の中で暮らすことになろう。第 3に、国際会

議は、これらの危険の只中でいい、それが紛争当事者の意思を打ち負かす手段を持たないと意識

するが故に、無視される可能性のある勧告をなすことには慎重になるだろう。・・・それは軍事

力のバランスとの望ましくない関係を帯びて、理想的な正義が要求するところにははるかに及ば

ないであろう。」からであった（72）。

既述のように、国際政治上の現状変更手段の必要性についての認識自体はウルフも共有してい

た。しかしウルフの構想では、現状変更を可能にするはずの国際会議の立法的機能は限定的なも

のに留まっていたのである。

この点について、フェビアン・プランと同様の「消防隊型」であったブライス・グループの「提

案」は、次のような説明をしている。そもそも提案の狙いは戦争の遅延であって禁止ではない。

諸国が耐え難い状況から抜け出すための最終手段として戦争は残されている。第二に、調停会議

の勧告は、強制的でないとはいえ現状を平和的に変更するための提案として機能する。弟 3に、

調停会議は紛争の発生を待たずに問題となりそうな状況について提議する権利がある。同じく調
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停会議は軍縮その他の平和のための諸提案を行うことができる。これらの非強制的な手段が複合

的に平和の維持に役立つはずである（73）。

このような、連盟構想の平和的変更機能の不備は戦争という最終手段を許容することで補われ

るという議論は、当時の英国においては珍しいものではなかった。戦争の許容は連盟構想の欠陥

ではなく、長所とは言えぬまでも論理的帰結とみなされていたのである（74）。

しかし多くの連盟論者たちが武装平和と勢力均衡、それに付随する同盟という国際システムを

主要な戦争原因とみなしていたこともまた事実である。例えばディキンスンは、諸国家の武装平

和状態がそれだけで十分な戦争原因足りうると論じていた（75）。また UDCの 3番目の項目では

バランス・オブ・パワー政策の放棄と国際連盟設立が対になっている。もし勢力均衡政策を廃絶

できないとしたら、それは連盟構想の重大な欠陥ではないだろうか。

レナード・ウルフも、勢力均衡政策には批判的であった。彼によると、歴史的に勢力均衡政策

の支持者たちは、「ある国家が余りに強大になればヨーロッパの勢力均衡が崩れ、その勢力の拡

大を許せば、その国は将来的には戦争によってヘゲモニーを確立する」という仮定に基いて、国

際関係を調整するよう主張してきた。この結果、平時における好戦的な外交と、フランス、ロシ

ア、ドイツとの間の定期的な戦争が生まれる。というのは、「外交によって、この想像上の一国

家によるヘゲモニーを防ぎ、2つの憎みあうグループのバランスを維持しようとすれば、不可避

的に戦争を作り出してしまう」からである（76）。

ウルフの考えでは、「国際権威」は、「勢力均衡政策の放棄と真のヨーロッパ協調政策の採用を

意味する。」（77）しかしウルフは、『国際政府論』においても、その他の著作においても、「国際権

威」と勢力均衡政策の放棄との論理的な関係を論じてはいない。ウルフが平和と結びつけたのは、

あくまでも、「国際権威」によって規定される外交のあり方と、一連の慣習によって将来的に実

現されるであろう、成熟した国際社会の方であった。

ともあれブレイルスフォードは、以上のような希望的観測が、少なくとも短期的には誤りだと

いうことを暴露した。「最小限計画」が供給する一連の手続きだけでは、現状変更を望む国々の

要求にこたえることは出来ない。戦争を許容するのならば、バランス・オブ・パワーという国際

システムを根本的に変革することはできない。国際連盟の平和的変更機能の欠如という問題は、

1930 年代も半ばになってから再び議論されることになるが、それは第一次世界大戦中、その構

想段階から指摘されていたのである。

②民族問題と経済問題

国際連盟を論じた人々に戦争原因とみなされたのは、バランス・オブ・パワー政策、武装平和

といった国際社会の構造だけではない。ブレイルスフォードと J・A・ホブソンは、それぞれ、

次のように述べている。

「・・私見では、民族への配慮と商業自由が実現された世界においては、仲裁裁判のための凝っ

た強制システムなど不要である。」（78）
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「・・・平和を脅かす 2つの大きな問題に建設的な解決策を与えるための独立不偏の権威ある

力が緊急に必要だということこそ、大きな権力を持つ国際会議を支持する最も強力な根拠である。

その問題とは、領土と政治に関る民族問題と国際問題に関係する経済問題である。」（79）

ブレイルスフォードは、一国内における少数民族の文化的権利の保証と、商業的機会均等の原

則を連盟規約中に入れることを提案し、ホブソンは民族主義を自治に変化させるよう求め、経済

問題については、国際会議が商業と資本投下、資源開発の機会均等に取り組むように主張した。

実のところ、国際的正義を実現するための一定の原則を確立することが平和のための前提条件

であるという考えは当時、しばしば論じられていた。既述の UDCの 5原則だけでなく、例えば

1916 年のウィルソン大統領の平和強制連盟における演説は、国際組織の設置と並べて、民族自

決権、植民地の公正な配分、海洋の自由、門戸開放などの原則を列挙していたのである（80）。

その一方で、平和の実現と維持という目標にとって国際組織の設立が、そのような他の原則と

等価なのか従属的であるのかについては意見にばらつきがあった。ウルフとフェビアン協会は、

少なくとも 1915 年から 1916 年に至る時期には「戦争を引き起こすような紛争が起きた時にそれ

を防ぐ組織」の計画に集中しようとしていた。フェビアン協会執行部は、「将来の戦争の防止は・・・

外交の民主的統制の発展によっても、軍備制限、軍需産業の国有化、貿易と営利事業の自由、海

洋の自由によっても」得られないとし、国際紛争を武力以外の方法で解決する何らかの方策を打

ち立てることを、講和条件の最重要項目―財政的補償や領土の再分配にも勝る―であると述べた

のである（81）。従ってフェビアン・プランの構想段階でウルフには、民族問題、経済問題に取り

組む意思はなかったと考えるのが妥当であろう。

また前述のように、ウルフ自身が一国内の少数民族の地位を国際会議の議題として扱うことの

難しさを認識しており、そもそも国内制度に関して国際的な合意を結ぶ可能性に悲観的であった

ことも思い出す必要がある。『国際政府論』も、フェビアン・プランも、国際紛争を正義と衡平

の原則で解決することを訴えはしたが、国際的な正義の内容や基準については沈黙したのである。

ただ「消防隊型計画」の持つ構造（国際会議と国際裁判、戦争モラトリアム）を核とするなら

ば、経済問題、民族問題に関するその取り組みは、付随的なものとして後から取り込むことは可

能であった。フェビアンの機関紙という性格が強い『ニュー・ステーツマン』も 1917 年以降、

国際連盟の「積極的」役割を強調するようになる。同年 7月から 8月にかけて同誌が掲載した国

際連盟に関する 6連の記事は、民族問題については触れなかったものの、国際連盟が経済面で果

たすべき役割を商業通路の確保から植民地所有まで広く論じている（82）。本論で詳しく論じるこ

とは出来ないが、1917 年以降、戦争が終結に近づき、具体的な戦争目的についての議論が盛ん

になるにつれて、国際連盟と望ましい講和とが、直接結び付けられていく。きたるべき国際連盟

には、当初の想定を越えて、様々な付随的な行政機能を果たすよう求められるようになるのであ

る（83）。
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おわりに　「ユートピアン」への反論

ウルフは、自身の提案が「奇妙に不満足で見苦しい」ものであると自認していた。このシステ

ムは「現在の国際システム同様、独立主権国家を構成員とし、・・・諸民族が愚かしく不正で不

合理なやり方で結び付けられているような危険な国家システムを、その内部に含む」。その上、「過

去 100 年間に大戦争を引き起こしてきた・・・行政的、政治的、経済的な国際問題の原因を根本

的に扱うものではない」（84）。ウルフにおいては、国際関係の発展段階の現状に合った国際組織

を創設しなくてはならないという信念の方が強かったのである。

このようなウルフの姿勢は、J・A・ホブソン『国際政府へ向けて』の書評にはっきり現れて

いる。ウルフが特に取り上げたのは、ホブソンが主張した国際会議への「民主的」代表制度の問

題であった。彼はホブソンが、平和のためには国際組織が必要だが、その国際組織が機能するた

めには「国際的心情」が不可欠だと論じていることに着目し、現状では国際的心情というものは

いまだ未成熟であると指摘したのであった（85）。ウルフによれば、ホブソンのような「世界政府」

支持者が前提とするような「世界市民」も「国際的愛国心」も現実には存在しないのであった（86）。

さらにウルフは、実際問題としてある国際会議の決定が効力を持つためには、それが各国家の

真の実力者たる代表、すなわち政府の代表の合意がなくてはならないと主張して、民主的な国際

会議を要求するホブソンを諌めた。もし非民主的だという理由で、外交官や外務大臣による会議

に反対するのならば、いつまでたっても国際会議など望めない。ウルフはさらに、現状の未成熟

な国際社会においては、諸国家の代表はこの先何年もの間自分たちの国家的利益をめぐって討論

することになるとも指摘した（87）。

ホブソンの「ユートピアン」的計画に対するウルフの攻撃は、説得力を持つと同時に彼の認識

の甘さも露呈している。ウルフは「国際機構が国際的心情を作り出すことはできない。」と主張

したが、（88）不十分な国際的心情とある種の国際的取り決めの結びつきが平和に貢献することを

期待したとすれば、より楽観的なのは彼の方であった。

そもそもの始めにウルフが「国際権威」によって実現しようとしたことは、相互保障による戦

争の阻止でもなければ、戦争原因の廃絶でもなかった。それは、「恐怖を鎮め、国際紛争を白日

の下にさらすことで理性に訴えかけ、何より国際社会が集団として世界全体の平和を乱す問題を

解決する権利を有することを公に承認させることで、より合理的、理性的な国際関係が成長する

ための基礎を築くこと」であった（89）。

1919年1月に始まったパリ講和会議で決定された現実の国際連盟規約は、「フェビアン・プラン」

と非常に似たものであった。しかし連盟は、それが埋め込まれた政治的条件に規定され、ウルフ

の期待したように機能することはなかった。第一次世界大戦後の国際関係はウルフの連盟構想の

限界を露呈し、そのために彼の問題意識もまた変化していく。第一次世界大戦終結後、ウルフが

現実の国際連盟を自らの外交論の中にどう位置づけ、どのように論じたのか、その連盟論がいか

に変化したのかについては、また改めて報告することにしたい。
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